
「『厳重警戒』での感染防止対策」の主な変更点 
 
〇実施区域 
  愛知県全域 

 
〇実施期間 

今回変更：11 月１日（火）～ 
 
 
【「教育活動の実施等に関するガイドライン」の記載変更による修正】 

Ⅲ.その他のお願い  

⑬ 学校等での対応 

○ 学校においては、健康観察の徹底（体調不良の際は登校させない）、手

洗い・換気・マスク着用、オンライン学習の活用、食事中の会話禁止（会話

は食事後にマスクを着けてから）等の感染防止対策を徹底して、教育活

動の継続をお願いします。 

 

 

○ 学校においては、健康観察の徹底（体調不良の際は登校させない）、手

洗い・換気・マスク着用、オンライン学習の活用、食事中は大声での会話

を控えること等の感染防止対策を徹底して、教育活動の継続をお願いし

ます。 

 

【時点修正】 

Ⅰ.県民の皆様へのお願い  

④ 基本的な感染防止対策の徹底 

○ 新型コロナワクチンの追加接種により、発症予防効果と重症化予防効果

は、ともに回復します。３回目接種がお済みでない方や４回目接種の対象

となっている方は、早期にワクチン接種の検討をお願いします。 

 

 

○ オミクロン株対応ワクチンは、従来のワクチンに比べ、変異株にも効果が

高いとされています。また、接種間隔が３か月に短縮されました。できる限

り、年内に接種を受けていただくようお願いします。 

 

※ その他、オミクロン株対応ワクチンの接種開始に伴い、記載を一部修正 
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